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「新しい生活様式」に対応した
営業を行っていくにあたって

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内

　事業者の皆様におかれましては、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」
に対応した営業を行っていくにあたって、業種ごとの感染拡大予防ガイドラインをご
覧いただき、感染防止対策の徹底を図るよう、よろしくお願いいたします。

　業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの一覧は下記の URL もしくは QR コードか
らご確認いただけます。

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
（内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室）　　　

（例） 食堂、レストラン、喫茶店等の場合 （一般社団法人 日本フードサービス協会）
　　　　→　 「外食業の事業継続のためのガイドライン」
　　 ・ お客様の安全　・ 従業員の安全衛生管理　・ 店舗の衛生管理　など
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小規模事業者に最大100万円を補助
最大50万円までを最大2/3補助,
事業再開枠最大50万円を定額補助〔 〕


